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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第２区分
【発行日】平成25年10月10日(2013.10.10)

【公開番号】特開2011-89637(P2011-89637A)
【公開日】平成23年5月6日(2011.5.6)
【年通号数】公開・登録公報2011-018
【出願番号】特願2010-195011(P2010-195011)
【国際特許分類】
   Ｆ１６Ｃ  11/10     (2006.01)
   Ｆ１６Ｃ  11/04     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   1/16     (2006.01)
   Ｈ０４Ｍ   1/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ１６Ｃ  11/10    　　　Ｅ
   Ｆ１６Ｃ  11/04    　　　Ｆ
   Ｇ０６Ｆ   1/00    ３１２Ｅ
   Ｈ０４Ｍ   1/02    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成25年8月27日(2013.8.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
【図１】本発明に係る開閉装置を用いた電子機器の斜視図である。
【図２】本発明に係る開閉装置の斜視図である。
【図３】本発明に係る開閉装置の分解斜視図である。
【図４】本発明に係る開閉装置の断面図である。
【図５】本発明に係る開閉装置の使用状態説明図である。
【図６】本発明に係る開閉装置の使用状態説明図である。
【図７】本発明に係る開閉装置の使用状態説明図である。
【図８】本発明に係る開閉装置の他の実施例を示す分解斜視図である。
【図９】本発明に係る開閉装置のさらに他の実施例を示す断面図である。
【図１０】本発明に係る開閉装置のさらに他の実施例を示す斜視図である。
【図１１】図１０に示した開閉装置の分解斜視図である。
【図１２】図１０に示した開閉装置の側断面図である。
【図１３】図１０に示した開閉装置の使用状態説明図である。
【図１４】図１０に示した開閉装置の使用状態説明図である。
【図１５】図１０に示した開閉装置の使用状態説明図である。
【図１６】図１０に示した開閉装置の使用状態説明図である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　そして、フリクション機構９にあっては、フリクションワッシャー１１、カム手段１４
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、ワッシャー１２、スプリングワッシャー１３を上述したように配置した後に、ヒンジシ
ャフト７の小径変形軸部７ｃが支持部材６の側板６ａより突出した部分を所定のかしめト
ルクでかしめてかしめ部７ｄとすることにより、フリクションワッシャー１１の一側部と
、取付部材５の側板５ｂとの間、ワッシャー１２ともう一方の側板５ｂとの間、及びカム
手段１４の両端面と取付部材５の両側板５ｂとの間にそれぞれフリクショントルクが発生
する構成となっている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　次に、開閉操作の途中にあっては、回転制御手段８のフリクション機構９のフリクショ
ンワッシャー１１がヒンジシャフト７と共に回転して、取付部材５の一方の側板５ｂとの
間でフリクショントルクが発生し、また、ワッシャー１２ともう一方の側板５ｂとの間、
及びカム手段１４の両端面と取付部材５の両側板５ｂとの間でもフリクショントルクが発
生し、さらに、弾性手段１５の弾接部１５ｂとカム手段１４の湾曲外周１４ｃとの間にも
フリクショントルクが発生することから、任意の開閉角度で第２の筐体３を第１の筐体２
に対して停止保持させることが可能である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　図１０乃至図１７は、さらに他の実施例を示す。図面によれば、この実施例４に係る電
子機器の開閉装置４０は、底板４１ａとこの底板４１ａの両側部より折り曲げて立ち上げ
た両側板４１ｂ、４１ｂから成る取付部材４１と、この取付部材４１の両側板４１ｂ、４
１ｂの間に収容固定されたところの長手方向に略半円形状の湾曲部４２ａを有する合成樹
脂製或はアルミ等の金属製のベース部材４２と、このベース部材４２の湾曲部４２ａに嵌
め込まれた断面略半円形状で例えばＳＵＳ等の金属製のスリーブ４３と、取付部材４１の
両側板４１ｂ、４１ｂに設けた軸受孔４１ｃ、４１ｃへ回転可能に挿通されたヒンジシャ
フト４４と、このヒンジシャフト４４の一側部に取付ネジ４５、４５で固着された断面ア
ングル形状の支持部材４６と、ベース部材４２の一側上端部に取付ネジ４７、４７、４７
でその一側端側を固着してヒンジシャフト４４の上部側に圧接しているバネ用鋼製の板バ
ネから成る弾性手段４８と、ヒンジシャフト４４の抜けを防止する、例えばスプリングピ
ンから成る抜け防止手段４９と、で構成されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　さらに詳しくは、取付部材４１は例えば第１の筐体５０の側へ取り付けられるもので、
ＳＵＳのような金属プレートをプレス加工して作ったものである。この取付部材４１の軸
受孔４１ｃ、４１ｃの外側に位置して各一対のボス部４１ｄ、４１ｄ・４１ｄ、４１ｄが
設けられている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　ベース部材４２は、その湾曲部４２ａの両上端縁に上側段部４２ｂ、４２ｂが設けられ
ると共に、その両側部に両端側凹部４２ｃ、４２ｃが設けられている。この両端側凹部４
２ｃ、４２ｃは、ベース部材４２を取付部材４１の両側板４１ｂ、４１ｂの間へ嵌入させ
る際に、当該両側板４１ｂ、４１ｂの軸受孔４１ｃ、４１ｃの外側に設けたボス部４１ｄ
、４１ｄ・４１ｄ、４１ｄをガイドして、ベース部材４２の位置ズレを防止する役目を果
している。このベース部材４２にはさらにその下面に取付部材４１の底板４１ａを受け入
れる凹部４２ｄが設けられている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　この際のフリクショントルクは、ヒンジシャフト４４の外周と弾性手段４８、ヒンジシ
ャフト４４の外周とスリーブ４３との間に発生する。尚、スリーブ４３は、この部材を省
略することは可能であるが、あるとよりフリクショントルクを創出し易く、かつ磨耗によ
って、フリクショントルクが経時的に変化することを防止できよう。
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